
 

上尾市訓令第１７号  

本   庁  

出先機関  

上尾市車両管理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。  

令和７年７月１日  

上尾市長   畠  山   稔       

 

上尾市車両管理規程の一部を改正する訓令  

 上尾市車両管理規程（昭和５５年上尾市訓令第２３号）の一部を次のよう

に改正する。  

 第１３条の見出し中「申込み」を「申込み等」に改め、同条に次の１項を

加える。  

２  車両主管課長は、次の各号に掲げる者から災害その他特別の事由により

共用車の使用に関し依頼があったときは、当該各号に定める組織における

当該共用車の使用を許可することができる。  

 (1 ) 上尾市上下水道部車両管理規程（令和３年上尾市水道事業管理規程第

３号）第２条第３号に規定する車両主管課長  同規程第１条に規定する

上下水道部  

 (2) 消防本部消防総務課長  消防本部及び消防署（分署を含む。）  

 第１４条中「前条」を「前条第１項又は第２項」に改める。  

   附  則  

 この訓令は、公布の日から施行する。  

 


